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まちづくり推進室 まちづくり調整課 調整・不燃化まちづくり係 

住  所︓〒 173-8501 東 京 都 板 橋 区 板 橋 二 丁 目 66 番 1 号  

電  話 ︓ 03-3579-2572  ＦＡＸ︓ 03-3579-5437 

E メール︓m-fmachi@city. i tabash i . tokyo. jp  

日頃から、大谷口地区のまちづくりにご協⼒いただき、ありがとうございます。 

令和６年度から着手する主要⽣活道路の整備工事の内容が決定しましたので、ご報告い

たします。（中面を参照） 

今年度の道路設計の中で、工事内容が増えたことや、道路の地盤改良⼯事が必要となっ

たため、令和６年度と令和７年度の２年間で工事を⾏うことになりました。（裏⾯を参照） 

ついては、「主要⽣活道路の整備に関する説明会」を下記のとおり開催いたします。 

今回の説明会は、冒頭の 20 分で説明を⾏う予定です。その後は、みなさまの質疑にお答

えする個別相談会となりますので、ご都合の良い時間にお越しください。 

道路整備の内容について、ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。 

主主主主要生活道路の整備に関する説明会開催と 

道路整備工事の期間延伸について 

※説明会のご案内、前回までの説明会の記録は区のホームページに掲載しています。 

 説明会でお話する資料は、後⽇こちらに掲載します。 

【こちらの二次元バーコード・URL からご確認いただけます。】 

 
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/machidukuri/chiiki/1006286/1043450.html 

 

道路整備工事の期間延伸について 

３月２日（土） １０時から１２時  

３月５日（火） １８時から２０時 

大谷口地域センター（２階洋室Ａ） 

住 所：大谷口二丁目１２番５号 

日 時 

会 場 

内 容 

（ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ方式とは、図面をみながら、1 人 1 人のご質問にお答えする形式をいいます。） 

①事業目的と道路整備工事の工期延伸について 

②道路整備工事の内容について 

 今年度の道路設計の中で、道路の安全対策の検討や、道路の強度（⾞両通⾏に耐えられる

道路になっているか）などの調査を実施しました。当初は、令和６年度の１年間で道路工事

を⾏う予定でしたが、下記２点の理由により、２年間で⼯事を実施することになりました。 

また、⼯事を２年間で⾏った場合、歩⾏者や⾞両等の通⾏に対する安全の確保が十分に⾏

えることから、令和６年度に先⾏地区、令和７年度にⅡ期地区の工事を実施します。 

①補助第 26 号線との接続部分で、新たな工事が必要となったこと。 

②道路下地盤の強度を調査した結果、道路拡幅部分の強度が不⾜しているため、道路の地盤

改良⼯事が必要となったこと。 

工事期間の変更に伴い、ご負担をおかけいたしますが、道路整備工事へのご理解・ご協⼒

をお願いいたします。 

【説明会について】 全体説明＋個別相談（ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ方式ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ方式ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ方式ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ方式) 

 なお、不燃化特区事業の助成制度については、予定どおり令和 7年度末までとなりますので、

よろしくお願いします。 

※はじめに 20 分程度の全体説明会とし、その後は個別相談会個別相談会個別相談会個別相談会となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

個別個別個別個別相談会は相談会は相談会は相談会はオープンオープンオープンオープンハウスハウスハウスハウス方式方式方式方式としてとしてとしてとして、、、、開催時間内開催時間内開催時間内開催時間内いつでもご参加いつでもご参加いつでもご参加いつでもご参加いただけますいただけますいただけますいただけます。。。。 
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 【今後の道路整備のスケジュール】 

Ⅱ期地区 

令和令和令和令和７７７７年度工事年度工事年度工事年度工事    
道路整備⼯事 

大谷口給水所 
（水道タンク） 

補助第２６号線 
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 先⾏地区 

令和令和令和令和６年度６年度６年度６年度工事工事工事工事    

不燃化特区事業 千川上水 

※令和６年度の１年間で、先⾏地区の道路⼯事を⾏います。 

※令和７年度の１年間で、Ⅱ期地区の道路⼯事を⾏います。 
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主要生活道路整備の整備内容と安全対策 

・全体の路線整備（イチョウ並⽊区間を除く） 

⇒ 幅員６ｍに拡幅（⾞道４ｍ+両側に１ｍずつ路側帯） 

・現道幅員９ｍの区間（イチョウ並木区間） 

⇒ 現道の幅員で整備（⾞道４ｍ+歩道３ｍ+路側帯２ｍ） 

道路整備内容 

キラキラ舗装 

整備のポイント① 
整備のポイント②  

〇安全対策として、区⽴大谷口公園の広場部分には、

⾞⽌め（アーチ型）を設置し、広場内にはネット

フェンスを設置します。（図２） 

 

車道４ｍ車道４ｍ車道４ｍ車道４ｍ    路側帯約路側帯約路側帯約路側帯約１ｍ１ｍ１ｍ１ｍ    路側帯約１ｍ路側帯約１ｍ路側帯約１ｍ路側帯約１ｍ    

 車道４車道４車道４車道４mmmm 

東側 ⻄側 

 

路側帯２ｍ路側帯２ｍ路側帯２ｍ路側帯２ｍ    歩道歩道歩道歩道３３３３mmmm    

＜幅員６ｍの整備区間＞ ＜幅員９ｍの整備区間＞ 

〇６ｍに満たない道路部分については、ラバーポールや 

⾃転⾞ナビマークを設置し、安全の確保に努めます。 

広場 

図１ 切り開き部分 図２ 大谷口公園の広場部分 

図２＜広場の交差点＞ 

図１＜切り開き部分＞ 

先⾏地区 

令和６年度⼯事 

Ⅱ期地区 

令和７年度⼯事 

 

補助第 26 号線の歩道の一部を

⾞道に変えます。 

（切り開き⼯事と言います。） 

⾞⽌め（アーチ型） 

キラキラ舗装 

カラー舗装（赤） 

● 広場・交差点の安全対策    

広場 

カラー舗装（赤） 

※道路が狭くなる部分は、⾃転⾞が⾞道を⾛⾏するよう路⾯表示をします。

● 幅員が６ｍに満たない道路部分の安全対策    

ラバーポール 

ラバーポール 

区立 

大谷口公園 

※キラキラ光る舗装やカラー舗装により、視認性を上げる効果があります。

⾃転⾞ナビマーク 

ラバーポール 

⾃転⾞ナビマーク 

全体図 
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ラバーポール 

※イメージ図のため、実際と異なる場合があります。 ※イメージ図のため、実際と異なる場合があります。 

ネットフェンス 
ネットフェンス 


